
☆
憲
法
か
ら
見
た
こ
の
一
年
と
私
た
ち
の
課
題

今
年
、
政
治
面
で
大
き
な
出
来
事
は
安
倍
政
権
を
そ
っ
く
り
引
き
継
い
だ
菅
政
権
が
九
月

で
終
わ
り
、
後
継
の
岸
田
政
権
が
衆
議
院
選
挙
で
安
定
多
数
を
確
保
し
た
こ
と
で
す
。

平
和
憲
法
の
視
点
か
ら
見
て
来
年
日
本
は
ど
こ
に
向
か
う
の
で
し
ょ
う
か
。

こ
の
一
年
を
カ
ラ
ー
で
表
す
と
・
・
・

◆
菅
政
権
は
安
倍
政
権
の
政
治
姿
勢
（
立
憲
主
義
軽
視
）
を
そ
っ
く
り
引
き
継
い
で
九
月
末

ま
で
政
権
を
担
っ
た
の
で
、
一
年
の
四
分
の
三
は
安
倍
カ
ラ
ー
の
年
だ
っ
た
と
言
え
る
で

し
ょ
う
。

◆
そ
の
カ
ラ
ー
を
具
体
的
に
言
う
と
、
例
え
ば
政
権
が
気
に
食
わ
な
い
学
者
を
学
術
会
議
委

員
に
任
命
し
な
い
、
コ
ロ
ナ
感
染
抑
制
よ
り
経
済
・
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
優
先
（
人
命
軽
視
）
、

桜
・
森
・
加
計
に
は
蓋
を
す
る
、
辺
野
古
基
地
建
設
は
完
成
見
通
し
が
立
た
な
く
て
も
続

け
る
と
い
っ
た
極
め
て
濁
っ
た
カ
ラ
ー
で
し
た
。

◆
国
際
社
会
と
の
関
連
で
は
、
今
年
一
月
発
効
し
た
「
核
兵
器
禁
止
条
約
」
（
署
名

八
六
カ

国
、
批
准
五
六
カ
国
）
に
、
世
界
で
唯
一
の
戦
争
被
爆
国
で
あ
り
な
が
ら
、
ア
メ
リ
カ
に

気
兼
ね
し
て
署
名
も
批
准
も
拒
ん
で
い
ま
す
。

新
し
い
年
、
岸
田
政
権
は
ど
の
方
向
に
向
か
う
か

◆
「
車
座
で
意
見
に
耳
を
傾
け
る
」
な
ど
、
一
見
穏
健
な
政
治
姿
勢
に
見
え
ま
す
が
、
基
本

的
に
は
、
安
倍
・
菅
カ
ラ
ー
を
引
き
継
ぐ
と
思
わ
れ
ま
す
。

◆
岸
田
政
権
の
本
音
が
見
え
る
の
が
「
憲
法
改
正
」
で
す
。
来
年
度
予
算
案
で
は
軍
事
費
を

大
幅
に
増
や
し
、
七
月
の
参
議
院
選
挙
で
は
「
憲
法
改
正
」
を
争
点
に
す
る
と
明
言
し
て

い
ま
す
。
「
憲
法
改
正
推
進
本
部
」
が
、
は
や
「
憲
法
改
正
実
現
本
部
」
と
呼
称
を
変
え

ま
し
た
。

私
た
ち
の
課
題

◆
来
年
二
〇
二
二
年
七
月
に
は
参
議
院
議
員
選
挙
が
あ
り
ま
す
。
現
在
、
参
議
院
の
勢
力
は
、

憲
法
改
正
に
必
要
な
議
員
数
３
分
の
２
に
至
っ
て
い
ま
せ
ん
が
、
こ
の
選
挙
で
改
正
要
件

を
満
た
す
結
果
に
な
る
と
極
め
て
危
険
な
状
態
に
な
り
ま
す
。

◆
私
た
ち
の
課
題
は
「
無
関
心
」
の
克
服
で
す
。
沖
縄
の
ガ
ン
ジ
ー
と
言
わ
れ
た
阿
波
根
昌

あ
は
ご
ん
し
よ
う
こ
う

鴻
は
「
平
和
の
最
大
の
敵
は
無
関
心
。
戦
争
の
最
大
の
友
も
無
関
心
」
と
言
い
ま
し
た
。

国
民
の
無
関
心
が
国
を
戦
争
に
向
か
わ
せ
、
平
和
を
壊
す
と
言
っ
て
い
る
の
で
す
。

◆
私
た
ち
の
望
む
社
会
の
実
現
の
た
め
に
私
た
ち
が
行
使
で
き
る
最
大
の
権
利
は
選
挙
で

す
。
こ
の
権
利
を
放
棄
す
る
事
は
、
後
世
に
対
し
て
無
責
任
で
す
。
来
年
は
是
非
、
選
挙

に
行
こ
う
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。

二
〇
二
一
年
十
二
月
十
二
日
（
日
）
護
憲
平
和
行
進
（
通
算
６
５
８
回
目
）

浜
松
市
憲
法
を
守
る
会

事
務
局

浜
松
市
中
区
紺
屋
町
三
〇
一
ー
一
五

★
月
例
護
憲
平
和
行
進

毎
月
第
二
日
曜
日
・
午
後
一
時
・
浜
松
市
役
所
正
面
玄
関
集
合

u 選挙に行こう！ 無関心は戦争の友です ◆

浜松市憲法を守る会のホームページは http://gokenhamamatsu.g.dgdg.jp/→ 護憲浜松 で検索



日
本
国
憲
法
前
文
よ
り

〔
平
和
的
生
存
権
〕

わ
れ
ら
は
、
全
世
界
の
国
民
が
、
ひ
と
し
く
恐
怖
と
欠
乏
か
ら
免
か
れ
、
平
和
の
う
ち
に

ま
ぬ

生
存
す
る
権
利
を
有
す
る
こ
と
を
確
認
す
る
。

憲
法
第
九
条
〔
戦
争
の
放
棄
・
交
戦
権
の
否
認
〕

日
本
国
民
は
、
正
義
と
秩
序
を
基
調
と
す
る
国
際
平
和
を
誠
実
に
希
求
し
、
国
権
の
発
動

た
る
戦
争
と
、
武
力
に
よ
る
威
嚇
又
は
武
力
の
行
使
は
、
国
際
紛
争
を
解
決
す
る
手
段
と

し
て
は
、
永
久
に
こ
れ
を
放
棄
す
る
。

前
項
の
目
的
を
達
す
る
た
め
、
陸
海
空
軍
そ
の
他
の
戦
力
は
、
こ
れ
を
保
持
し
な
い
。
国

の
交
戦
権
は
、
こ
れ
を
認
め
な
い
。


